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「議案第 68号」北本市手数料条例等の一部改正に対する附帯決議 

 

 

会議規則第１４条の規定により、「議案第 68 号」北本市手数料条例等の一部

改正に対する附帯決議を次のとおり提出する。 
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賛成者 北本市議会議員  桜 井   卓  

賛成者 北本市議会議員  大 嶋 達 巳  
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 北本市議会議長  滝 瀬 光 一  様 

  



「議案第 68号」北本市手数料条例等の一部改正に対する附帯決議 

 

「議案第 68号」北本市手数料条例等の一部改正中、第１条（北本市手数料条

例の一部改正）については、受益者負担の観点から原価負担することについて

激変緩和措置もあり、一定の理解を示すが、第２条（北本市市民交流プラザ設

置及び管理条例の一部改正）及び第３条（北本市北本駅西口駅前多目的広場設

置及び管理条例の一部改正）については、行政財産の有効活用の観点から以下

のとおり対応することを求める。 

１ 第２条に定める多目的ルーム１及び多目的ルーム２については、市民のみ

ならず民間会社等も使用できることを広く周知する等、利用を増加させるた

めの方策を講じること。 

２ 第３条に定める多目的広場については、現在利用が極端に少ないことから

広場としての新たな活用方法も含め、広く市民が有効に利用できるよう方策

を講じること。 

 

以上、決議する。 

 

令和元年１２月１３日 

 

北 本 市 議 会  

 

  


